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特集●今後の労働時間のあり方を考える
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Ⅰ　成果主義とは

　「成果主義」が議論されなくなって久しい。今世
紀初頭に賛否両論が活発に繰り返された時期と比
較すると隔世の感がある。だが最近になって，わ
が国の労働時間の実態が問題視され，労働時間の

短縮が求められる中で，再度，議論されることが
増えてきた。特に厚生労働省が推進しようとして
いる，いわゆる「特定高度専門業務・成果型労働
制（高度プロフェッショナル制度）」，または「ホワ
イトカラーエグゼンプション」と整合性の高い処
遇制度だとして関心が高まっている。そして，そ
の時，成果主義的な処遇制度は，労働時間から切
り離された処遇制度だとの説明がなされることが
多い。
　そもそも，「成果主義」という言葉が最初に脚
光を浴びたのは，大手電機メーカー富士通におけ
る成果主義人事の導入であるといわれている（日
経ビジネス編集部 2001）。当時，富士通は事業構造
変革の真っ最中で，ソフト開発に従事する従業員
の生産性を高めようと，時間管理による報酬分配
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成果主義的な処遇制度に関する議論が再燃している。以前の議論とは少し異なり，今回は
労働時間改革との関連において取り上げられることが多い。特に，成果主義的な処遇制度
が適合する労働者─業務型の労働者─が成果をあげるためには，現在の労働時間規制
のあり方が不適合との主張である。その意味で，成果主義的な処遇制度が効果的に機能す
るために，労働時間規制の緩和が求められる。だが内外の研究では，多くの労働者にとっ
て，成果主義的な処遇制度は，労働時間の増加と関連し，また労働強化（work� intensifi-
cation）に繫がることが報告されている。なかでも，結果からは，仕事の内容やスケジュー
リングに不確実性が高い場合，成果主義的な処遇制度の存在は，そうした不確実性を直接
労働強化へと繫げる可能性が示唆される。つまり，成果主義（や現場への権限委譲などの
他の人事施策）は，不確実性への対応を，経営ではなく，労働者へと委ねる仕組みなので
ある。こうした人事施策によって，労働者自身による不確実性への対応が余儀なくされ，
労働時間を増加させる結果となる。したがって，成果主義的処遇制度による賃金と労働時
間との切り離しは慎重に行わなくてはならない。自ら目標を設定でき，スケジューリング
等を決めることができる真の意味での業務型の労働者に限定した適用である。または労働
者を不確実性からある程度遮断する仕組みの導入が必要だ。こうした対策が並行して導入
されないと，労働者にとっては「労働生活の質」の低下に繫がりかねない。
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から，働いた結果（成果）によって賃金を支払う
方向へ転換しようとする中で導入されたのが，い
わゆる成果主義的な処遇制度であった。90 年代
の終わりから導入が進んだ成果主義的な処遇制度
は，最初から働いた時間でなく，働いた結果（成
果）に応じて賃金を支払うという意図が込められ
ていたのである。
　では，ここでいう「成果主義的な処遇制度」と
は何を指すのだろうか。当然，成果主義といって
も企業によって多様な形態をとり，多様な運用が
なされている。立道・守島（2006）は，多様性を
前提にしつつも，成果主義と呼ばれる評価・処遇
制度の改革を，①脱年功主義化・脱能力主義化，
②賃金の変動費化，業績連動化，③評価の厳密化，
緻密化，という 3 つの特徴によって捉えている。
　最初に①脱年功主義化・脱能力主義化とは，こ
れまでの賃金・評価制度に存在した賃金決定要素
の縮小である。具体的には，賃金決定における年
功要素の縮小・廃止，能力要素の縮小・廃止だっ
たり，年齢・勤続重視に流れ易い情意考課を排除
したり，そのウェイトを少なくすることなどであ
る。つまり，成果主義的処遇への転換とは，ひと
つには年功制または職能資格制度に基づく処遇制
度からの脱却であった。
　②賃金の変動費化，業績連動化とは，多くの企
業が，従業員の短期的な成果を賃金に結びつける
仕組みを意図的に導入し，短期成果によって決定
される賃金部分を増大したことである。年俸制の
導入や賞与における査定の重視，部門別業績賞与
の導入などがその典型であると考えられる。
　そしてさらに重要なのは，こうしたことの結果
として，賃金格差の拡大が行われた点である。つ
まり，成果主義的改革とは，仕組みとして，短期
的成果を重視し，評価や賃金の格差を広げること
ができる評価・処遇制度への移行を目指していた
といえよう。
　③評価の厳密化，緻密化については，具体的に
は成果を正確に測ろうとする仕組みである目標管
理制度などの導入である。このことは，これまで
職場における上司が行う人事考課によって行われ
てきた業績や成果の管理に，より精緻な仕組みを
導入する動きに他ならない。

　以上のように，日本における成果主義人事，賃
金は，①脱年功主義化・脱能力主義化，②賃金の
変動費化，業績連動化，③評価の厳密化，緻密化
という 3 つの原理によって成立しているといえ
る。

Ⅱ　労働時間と成果主義的処遇制度に関
する研究

　では，このような成果主義的な労働時間の導入
は労働時間の長短にどういう影響を与えたのだろ
うか。この問いに関して，守島（2010）は労働者
の認知からの実証的な検討を行っている。具体的
にこの研究で守島は，「2000 年代初めにどういう
企業で働く，どういう人が労働時間が長くなって
いると感じていたか」という問いを検討してお
り，本稿に関連させていえば，成果主義的な処遇
制度と働く人の労働の長時間化（の認知）との関
係に関心があった。
　使われたのは，労働政策研究・研修機構（JILPT）
が 2004 および 2005 年に行った「企業戦略と人材
マネジメントに関する総合調査」（企業調査）と

「新時代のキャリアデザインと人材マネジメント
の評価に対する調査」（従業員調査）を用いて，企
業調査と従業員調査をマッチングした個票（N＝
2661）であった 1）。調査が行われた 2000 年代初
めは，1990 年代初期のいわゆるバブル経済の崩
壊以降，経営面，人事面で多くの改革が導入され，
成果主義的な処遇制度がおおよそ定着した時期だ
と考えられる（立道・守島 2006）。
　この研究で検討された成果主義的人事施策は表
1 に示されており，職能資格制度から成果主義制
度への評価基準の転換，基本給や賞与決定におけ
る成果評価のウェイト増加，さらに成果主義的な
仕組みを補完する施策としての，目標管理や多面
的評価（いわゆる 360 度評価など）の導入などが含
まれている。なお，成果主義的な考え方は，賃金
面だけではなく，人材の昇進や配置における抜擢
人事として運用されたケースも多いが，データの
制約もあり，この側面については一部しか検討さ
れていない。表 1 には調査当時の各施策実施比率
も記載されている。
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　また従属変数は，従業員調査において，過去 3
年間の仕事や職場での変化を聞いた質問で，「過
去 3 年間，残業時間を含めて，労働時間が増加し
たと思うか」という文章に対して，5 点尺度（5
＝そう思う～ 1＝そう思わない）で同意の程度を聞
いた。平均は 3.19 であった。
　推計は，順序プロビットと重回帰（OLS）で行
われており，論文では係数の統計的有意について
相違がなかったので OLS の結果が報告されてい
る。なお，分析には，企業属性に関する変数（規
模＝正規従業員数の対数，業種ダミー）および個人
属性に関する変数（年齢，性別，学歴＝大卒ダミー，
年収）を統制変数として用いている。

　成果主義的な処遇制度を含む人事施策と，労働
者がもつ労働時間が増加したという感覚との関係
は表 2 に示されており，複数の成果主義的処遇施
策が労働者のもつ労働時間の増加感と関連してい
る様子が観察された。ここから，2000 年頃に導入・
強化されたといわれる成果主義的な処遇制度が労
働時間を増加させた可能性が示唆される。
　ただ，重要な発見事実は，単純な成果と賃金と
の連動などが労働者の労働時間の増加感と関連し
ているのではないことであった。例えば，2000
年以降に「成果主義」と呼ばれる仕組みを取り入
れたと答えている企業で，労働者の時間増加感は
有意に高くない。また，労働時間の増加感は，単

表 1　成果主義的人事施策

成果主義的施策 測定法（すべてダミー変数化） 実施比率（％）

成果主義を仕組みとして導入 過去 3 年間に実施，非実施 56.5

基本給の成果連動部分の増加 過去 3 年間に実施，非実施 39.1

能力給部分の縮小 過去 3 年間に実施，非実施 20.2

賞与と個人業績の連動の拡大 過去 3 年間に実施，非実施 55.0

目標管理の導入・徹底 過去 3 年間に実施・徹底，非実施・非徹底 63.6（実施又は徹底）

多面的評価制度の導入 過去 3 年間に実施，非実施  5.9

抜擢人事（年齢や勤続に関係ない昇進）の制度の導入 過去 3 年間に実施，非実施 60.9

表 2　人事改革施策の効果
（従属変数 「過去 3 年間で労働時間は増加した」）

モデル
標準化されていない係数

t 値 有意確率
B 標準偏差誤差

（定数）
年齢
性別
大学卒
部長以上
課長
係長
年収（対数）
正規従業員数（対数）
製造ダミー
運輸・通信・金融ダミー
成果主義を仕組みとして導入（2000 年以降）
基本給の成果連動部分の増加
能力給部分の縮小
賞与と個人業績の連動の拡大
目標管理の導入・徹底
多面的評価制度の導入
抜擢人事（年齢や勤続に関係ない昇進）の制度

 2.129
－.011
　.210
　.105
－.063
　.049
　.058
　.212
－.045
　.188
　.127
　.081
　.035
－.008
　.100*
　.145***
　.237***
　.115***

.532

.004

.079

.059

.117

.087

.077

.099

.032

.063

.079

.061

.061

.058

.057

.059

.118

.056

─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─

  1.335
   .571
 －.143
－1.752
　2.456
　2.005
　2.051

.000

.003

.008

.076

.591

.573

.451

.033

.158

.003

.108

.182

.568

.886

.080

.014

.045

.040

R2＝.036***
注：*　10％水準で有意；***　1％水準で有意。
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にこうした仕組みが，基本給や賞与と成果の評価
との連動が高かったためだけでもないようだ。基
本給や賞与の成果連動も，各々労働時間の増加感
と有意な関連は見せていない。
　その代わり注目されるのは，目標管理や多面的
人材評価（360 度評価）など，しばしば成果主義
的処遇の補完施策として導入される仕組みが，よ
り大きな関連をもつことである。これらは，成果
主義的な評価・賃金制度そのものというよりは，
職場において成果主義的な処遇制度を効果的に運
用するために用いられる人事施策であり，例えば，
守島（2010）は，成果主義を導入していると回答
している企業の 7 割強（72.8％）が，目標管理を
導入していることを示している。導入していない
と答える企業では，5 割以下（44.0％）であった。
　労働者は，成果主義的な賃金制度そのものより
も，職場での目標管理や多面的評価などの仕組み
の導入とその運用によって，より長く働くプレッ
シャーを感じるのかもしれない。中村（2006）は，
成果主義の真の姿は，現場管理の強化であったと
指摘しているが，こうした現場管理の強化を行っ
た企業で，労働時間の増加感が強いようだ。また，
賃金面だけではない，年齢や勤続年に縛られない
抜擢人事も有意な関連を見せた。働く人から見る
と，選抜されるために人事考課で高い評価を得よ
うとしてプレッシャーが増大するのだろう。
　そしてさらに興味深いのは，本稿では分析結果
を示さないが，労働時間の増加（感）は，経営が
行うコスト削減の努力，株主価値の重視，研究開
発スピードの改善，経営活動の海外展開などと正
の関連をしていることである。詳細は，守島（2010）
を見ていただきたい。
　また労働者の意識面でも，労働者が定年までそ
の企業で働き続けたいと思っているほど，労働時
間の増加を感じていることが示されており，さら
に，労働者本人が「成果主義的な処遇に賛成」だ
と回答しているほど，労働時間が増加していると
感じているのである。鶴（2010）は，論文集の巻頭
言でこの結果を要約し，「政府の一律的な規制で
長時間労働を是正することが難し」いと結論づけ
ている。
　また戸田・安井（2009）では，労働者の労働時

間の増加に関して，より精度の高い結果が報告さ
れている。この研究では，従業員数 300 人以上の
457 社と，企業にマッチングした一般従業員 1652
人のデータを用い，成果主義的な処遇制度が，実
際の労働時間を増加させるかを検討している。成
果主義的な処遇制度は企業調査から得られ，35
歳時点での賃金決定に占める個人業績の割合，35
歳時点での賃金ばらつき，企業認識での賃金制度
が成果主義か，目標管理制度の有無，ストックオ
プションの有無，表彰制度の有無など多岐にわ
たっている。また，被説明変数は，出社時間と退
社時間から客観的に計算した労働時間の対数であ
り，OLS で推定を行っている。
　結果としては，男性従業員については，「目標
管理制度の有無」と「35 歳時点での賃金のばら
つき」が一貫して労働時間と正の関係を見せてお
り，筆者らはこの点について，賃金格差が「金銭
的なインセンティブ［として］」労働時間を長く
している可能性がある」と解釈している。目標管
理制度の有無の効果は，守島（2010）の発見事実
と整合的であり，ここでも成果主義的処遇制度そ
のものではなく，その結果としての賃金格差や，
評価施策である目標管理制度が労働者にプレッ
シャーを与え，労働時間を長くしている可能性が
示唆されている。ただ，女性の一般従業員につい
ては，成果主義的な処遇制度を含めた人事施策は
労働時間との関係を見せなかった。
　また戸田・安井（2009）は，上記のような客観
的な指標に加えて，「自分の評価が，結果とプロ
セスのどちらになっていると思っているか」とい
う成果主義的処遇制度の主観的指標も用いて検討
している。客観的指標と対照的に，結果は，男性
についてはこの変数は労働時間と関連が見られな
かったのに対し，女性は結果で評価されていると
認識している労働者のほうが，労働時間が長かっ
た。

Ⅲ　欧米での研究

　また欧米においても，近年になって成果主義的
な処遇制度を含む人事制度の変革が労働時間に与
える影響に関する研究が増えている（Avgoustaki�

論　文　成果主義的処遇制度と労働時間
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2016；Goddard�2010；Green�2004 など）。なかでも
欧米で注目をあつめているのは，近年になって導
入されはじめたHigh�Performance�Work�Systems

（高業績作業システム；HPWS）が，しばしば主張さ
れるように（Wood�and�de�Menezes�2011），労働生
活の質（quality�of�work�life）の向上には結びつか
ず，逆に労働者からより高いレベルの労働量を引
き出すことで生産性を上げる結果となっていると
いう議論である。もともと，HPWS は労働者の
モチベーションや職務満足を上げることが主張さ
れており，Avgoustaki の研究等は，HPWS の導
入は労働者にとって幸せな結果をもたらすのでは
なく，労働者からより多くの成果を引き出す，労
働強化（work� intensification）の手段となってい
るとの問題意識をもっているのである（Goddard�
2010）。労働時間の増加は，これらの研究では，
労働強化の顕在化として取り扱われることが多
い。
　HPWS を構成する人事施策に関しては，必ず
しも一致した見解があるわけではないが，Pfeffer

（1998；森口 2013 も参照）は，業績に基づくイン
センティブ給をはじめとして，採用時の注意深い
人選，広範な企業内訓練，柔軟な職務配置と小集
団活動，非解雇の誓約，労使間の情報共有，ホワ
イトカラーとブルーカラーの処遇格差縮小などを
挙げている。
　例えば，Avgoustaki（2016）は，ヨーロッパ労
働条件調査（European�Working�Conditions�Surveys）
の 2005 ～ 2010 年版を使って，HPWS に含まれ
る人事施策が労働者の長時間労働に与える影響を
検討している。ここで，成果主義的な処遇制度と
考えられる項目としては，「賃金の一部分が利益
分配制度（profit�sharing）に依っているか」「賃金
の一部分が出来高給（piece�rate）や生産性依存給

（productivity�pay）に依っているか」などが入って
いる。また，長時間労働は，労働者自身が報告す
る「過去 1 カ月間で 10 時間以上働いた日数」と
して操作化されている。
　結果を見ると，確かに HPWS に分類される幾
つかの人事施策が労働時間の増加に関連している
ようである。具体的には，出来高給・生産性依存
給は，労働時間と正の関連をもっており，利益分

配制度は関連が見られなかった。他には成果主義
的な施策ではないが，「労働者がなんらかの育成
プログラムを受けたか」「ジョブローテーション
を経験したか」「仕事でチームワークが要請され
るか」などの施策も労働時間と正の関係を見せて
いた。
　ただ，この研究で注目すべきなのは，労働者の
行っている仕事内容の不確実性（task�uncertainty）
またはスケジュールの不確実性（schedule�uncer-
tainty）という 2 種類の仕事不確実性を回帰式に
挿入すると，この出来高給・生産性依存給の効果
が有意ではなくなることである。Avgoustaki

（2016）では，サンプルを国別または産業別にア
グリゲートし再分析をしても，2 種類の不確実性
は，HPWS 人事施策の有無にかかわらず，労働
時間の増加に正の影響を与えることが示されてお
り，労働時間増加の根本的な原因は，課題やスケ
ジューリングの不確実性であることが示唆されて
いる。
　こうした結果に対して，Avgoustaki の解釈は，
出来高給・生産性依存給などの成果主義的な処遇
施策は，仕事の不確実性の効果を媒介（mediate）
している。つまり，労働時間を押し上げるそもそ
もの外生要因は，課題内容やスケジューリングに
含まれる不確実性であるとのことである。
　ただ，確かに統計的な解釈はそうなのだが，こ
の媒介効果のより実質的な解釈は，成果主義的な
処遇施策が労働者に，不確実性の影響を直接伝え
る効果をもち，労働者は成果主義的な施策によっ
て直接感じられるようになった仕事の不確実性に
対処するために，労働を強化し長く働くというこ
とである。労働者にとっては，成果主義的な処遇
制度によって，不確実性の高い仕事の影響が処遇
の不確定性となって顕在化し，労働者はそれに対
処する必要に迫られるということなのだろう。逆
にいえば，不確実性が少なく，仕事に関して一定
程度のコントロールが可能な場合，成果主義的な
処遇制度だけでは労働時間の増加に繫がらないと
いう可能性が見えてくるのである。
　同様の結果は Green（2004）でも示されてい
る。この研究ではより直接に労働強化をテーマと
して扱っており，英国職場従業員関係調査（Work-
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place�Employee�Relations�Survey）の 1998 年版事
業所（establishment）データを使い，非管理職に
対する成果依存給（performance�related�pay）の
導入が労働強化に対して与える影響を検討してい
る。労働強化は，事業所の管理者に対し，「過去
5 年間で従業員がより一所懸命働くようになった
か」を，5 点尺度で聞いた結果を用いている。な
お，従属変数の信頼性を確認するために，同じ事
業所の労働組合の代表にも同じ質問をして，一定
程度の一致を得ている。また成果主義的な処遇制
度は，「非管理職層の賃金のうち，成果に関連す
る部分が，過去 5 年間で増加したか」を管理職層
に聞いて測定している。
　OLS の結果では，Green が「大規模（従業員
100 人以上）」と定義する事業所に限定した場合，
成果主義的な処遇制度は，事業所の「労働強化

（より一所懸命働く）」に対し正の影響を与えてい
たが，作業の柔軟性（task�flexibility）を統制する
と，この効果は観察されなかった。
　質問項目の内容からして，作業の柔軟性とは，
経営側が自由に労働者の仕事内容を変えることが
できる程度をあらわしており，労働者にとっては，
コントロールできない不確実性の増加だと考えら
れる。ちなみに，従業員 100 人未満の小規模事業
所では，成果主義的な処遇制度が“労働強化”に
与える影響は，作業の柔軟性を統制したうえでも
観察されている。
　ここでも Avgoustaki（2016）と同様の結果が
見られたのである。労働強化という言葉の意味は
多様だとしても，従業員 100 人以上の事業所に
限った場合，労働者がより一所懸命働くように
なったのは，成果主義的な処遇制度により，仕事
の不確実性（この場合は，経営側が仕事内容を勝手
に変える可能性）を，労働者がまともに感じるよ
うになり，それに対処するためであるという可能
性が示されている。
　また，こうした見解に対して，少し違った証拠
も挙げられている。van�der�Lippe（2007）は，オ
ランダのデータを使って，成果主義的な処遇制度
が労働時間を増加させる条件として，労働者に仕
事の順番や手順などについて，自律性（autonomy）
が与えられていることを指摘する。van�der�Lippe

のデータでは，労働者の自律性を，労働者自身が，
仕事の計画，ペース，順番，やり方などを決定す
ることができる程度を，労働者に聞くことで計測
しており，この変数と成果主義的な賃金制度（成
果に依存したボーナスの存在）を同時に投入する
と，前者の自律性は従属変数と統計的に有意な関
係を示すが，後者の成果主義的処遇は有意ではな
くなる。従属変数は，労働者の感じる「長く働く
プレッシャー」である。
　作業の不確実性が増加する場合，現場への権限
委譲（delegation）を行うことが合理的な経営施
策であることは知られており（Foss�and�Laursen�
2005），van�der�Lippe の主張はこうした権限委譲
が仕事上の労働者の自由度を増加させ，長時間働
いて不確実性を低減させようとすることで，働く
時間の増加にも繫がっていることを示唆する。
　その意味で労働時間が増加する原因は，経営環
境の不確実性の下で，経営側が権限委譲により現
場の裁量度を高め，またその裁量を促進するため
に成果主義的な処遇制度を導入したことだという
議論ができよう。権限委譲，成果主義的処遇制度，
どちらの施策も不確実性への対応方法を労働者自
身に委ねる方法に他ならない。守島（2010）の結
果も，2000 年前後の労働時間増加の背景には，
経営者のコスト重視，スピード重視，株主重視な
どがあると示唆しており，成果主義的な処遇制度
は，コスト低下，オペレーションのスピードアッ
プなどの経営側意図への対応を労働者の意思に委
ねる仕組みだともいえよう。
　またさらに示唆的なのが White�et�al.（2003）に
よる研究である。White らは，英国労働調査

（Working�In�Britain）の 1992 年と 2000 年の質問
紙調査を使って，成果主義的な処遇制度が仕事か
ら家庭生活にマイナスの影響をおよぼす程度を検
討している。この調査では両年とも，代表性を考
慮して抽出された 92 年 2952 人，2000 年 2776 人
の労働者を対象としている。成果主義的処遇制度
は，個人の成果が賃金に反映される割合であり，
労働生活の質は，「仕事から家庭生活へのマイナ
ス影響の増減」として把握され，3 項目からなる
尺度で計測された。
　興味深いのは，成果主義的処遇制度の効果が，
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92 年と 2000 年で違っていたことである。具体的
には，92 年には，成果主義的な処遇制度によって，
仕事から家庭へのマイナス影響が削減される効果
が観察されたのに対し，2000 年にはこの削減効
果は消失し，さらに女性については，統計的に有
意ではなかったが，仕事から家庭へのマイナスの
影響を増加する関連が見られたのである。
　このことについて，White らは，成果主義的な
処遇制度は，過去には労働者に自分の仕事に対す
るコントロールを与えていたのに対し，それが世
紀の変わり目ぐらいから逆の影響をもつようにな
るという他の研究と整合的であると述べている。
成果主義的処遇制度は，状況によって労働者の仕
事の自律的な仕事管理を可能にする仕組みなの
か，またそうでないのかが変化する可能性を示唆
している。92 年と 2000 年の違いが経営環境や仕
事内容等における不確実性の増加によるものなの
か，または例えば，家庭生活状況の変化（働く女
性の増加等）など，労働者側の要因によるものな
のかはわからないが，White�et�al.（2003）も述べ
ているように，成果主義的な処遇施策を含む，
HPWS 的な人事施策は，状況によって労働者の労
働生活の質を向上させる場合もあるし，そうでな
い場合もあるようだ。

Ⅳ　このことは何を意味するか

　先にも述べたように，わが国で近年，労働時間
の規制緩和が主張される背景には，成果主義的な
評価方法により適切に評価されるタイプの働き方
が，労働時間と賃金の関係を弱くすることでより
有効に機能するとの主張がある場合が多い。
　例えば，2015 年 2 月 6 日に労働政策審議会労
働条件部会が提出した「今後の労働時間法制等の
在り方について」という報告書は，いわゆる「特
定高度専門業務・成果型労働制（高度プロフェッ
ショナル制度）」の必要性を主張するにあたって，

「時間ではなく，成果で評価される働き方を希望
する労働者のニーズに応え」るためだと述べてい
る。冒頭の富士通の例でも見たように，成果主義
的な処遇制度の導入にあたっては，労働時間と賃
金との直接的な関係を切断することのメリットが

強調されるのである。つまり労働時間を基礎とし
た賃金制度からの脱却である。
　確かにこうした議論には一定の根拠があろう。
働いた時間の量に応じて賃金を受け取っていて
は，それだけを取り出してみれば，確かに成果を
出して高い賃金をもらうインセンティブよりも，
長時間働いて，より多くの賃金をもらうインセン
ティブが強く働くかもしれない。その意味で，こ
れまでの労働時間によって賃金を払う仕組みは，
成果主義的な評価・処遇と整合性がないだけでは
なく，労働時間を増加させる結果になっていると
いう議論はなりたつだろう。所定時間外労働に対
する割増賃金などを考えると解りやすいかもしれ
ない。
　だが，内外の実証研究が示唆しているのは，成
果主義的な処遇制度，特に成果主義的な評価また
は賃金制度は，長時間労働を促進する効果がある
ことである。労働者の意識による労働時間増加感
でも，また実際の労働時間を計測したものや，長
時間労働をする頻度を観測したもの等，多くの研
究を見た結果，成果主義的な処遇制度により労働
時間は増加している。
　また，結果からは仕事の不確実性が高い，スケ
ジューリングが難しい，またはそうした傾向に個
別人材レベルで対応するために一人ひとりに対
し，仕事のやり方に関しての権限委譲が行われて
いることなどが，長時間労働のより根本的な原因
となっている可能性も観察された。また，人事施
策としては，単に成果と賃金を結びつけることが
労働時間を長くするのではなく，目標管理制度や
多面的評価，さらには賃金格差の増大などの具体
的な評価施策や格差によるインセンティブが導入
されたとき，労働時間が長くなる傾向が見られた。
　現在，一般的な傾向として，多くの企業が経営
環境の不確実性増大を経験しており，また同時に，
管理手法として，現場への権限委譲や目標管理な
どの施策を導入し，またインセンティブ効果を
狙って，従業員間の賃金格差を大きくする傾向に
ある（労働政策研究・研修機構 2007）。実際にここ
に挙げたような成果主義的人事施策は，2000 年
頃以降，多くの企業で人事管理の仕組みの一部と
なっている（労働政策研究・研修機構 2007）。した



日本労働研究雑誌� 35

がって，現在の職場において，成果主義的な処遇
制度は，経営環境の不確実性増大と人事管理とし
ての現場への権限委譲，目標管理の導入などと同
時に存在する可能性が高いのである 2）。
　そして本稿で見た研究が示唆するのは，成果主
義的な処遇制度や目標管理などと仕事の不確実性
などが同時に存在すると，労働者は，環境の不確
実性の影響をまともに受けることとなり，報酬の
不確実性に対処するために，労働時間を増加させ
る可能性が高いという結果である。
　したがって，労働時間の縮小という観点から考
えた場合，現在の経営環境の下，成果主義による
労働時間と賃金の切り離しが進むことには問題が
ある可能性があるといわねばならない。欧米で多
くの研究者が，成果主義的な処遇制度を含む
HPWS が労働強化に繫がるという主張をしてい
るのも，企業が困難な経営環境に対応するために，
HPWS という人事施策または権限委譲施策によ
り，不確実性への対応を労働者に委ねることで，
結果として労働強化が起こっているのではないか
という不安が存在しているためだと考えられる。
こうした人事施策によって，労働者が環境不確実
性の影響をまともに受けている状況があるのでは
ないかということである。

Ⅴ　成果主義的な処遇制度は，どういう
労働者に適しているのか

　したがって，成果主義的な処遇制度と労働時間
規制緩和を同時に進めるための理論的基盤をもと
めるには，成果主義的な処遇制度が最も効果的に
労働者の成果に繫がり，また労働者自身の仕事生
活の質が最も高まるタイプの労働者は誰なのかを
考えなければならない。そうした議論なしに，す
べての労働者に対し，誰にでも両者を推し進める
と，労働者と企業にとって不幸なことが起こり得
るからである。労働者にとっては，長時間労働に
より労働生活の質が脅かされ，企業にとっては

“人的資源のサステナビリティ”（Pfeffer�2010）が
失われ，長期的な競争力が低下する可能性がある。
　こうした場合よく主張されるのが，労働者に期
待される成果の種類またはタイプによって，成果

主義的な処遇制度が機能するという考え方であ
る。なかでもしばしば聞かれるのが，現在わが国
の企業経営で重視されている，「イノベーション」
を成果として期待されている労働者は，成果主義
的な処遇制度が適合的であるとの議論である。逆
にいえば，企業が労働者からイノベーションを期
待するとき，労働時間を基準に賃金を支払うこと
は適切でないという主張である。
　この点に関する実証的な研究は少ないが，
Ederer�and�Manso（2013）は丁寧な実験研究を
行い，どういうタイプの賃金制度がイノベーショ
ン（レモネード売店の販売戦略を考える）に繫がる
かを検討している。サンプルはビジネススクール
の学生である。
　この研究では，賃金施策として 3 種類の処遇施
策が設定されており，時間給，成果給，そして探
索給とでも呼ぶべきものであった。時間給は試行
を 1 回こなすごとに一定の金額，成果給は 20 回
の合計売上の 50％が報酬として支払われる仕組
みであり，探索給（exploration�pay）とは，合計
20 回許される試行のうち，後半 10 回の合計売上
の 50％が報酬というものである。Ederer�and�
Manso は，探索給は，最初の 10 回の試行錯誤また
は探索を推進し，より多くのイノベーションに結
びつくと予想している。
　結果は，売店の総利益で計測した販売戦略の有
効性に対して最も大きなプラスの効果をもったの
は探索給であり，時間給と成果給との間にはほと
んど違いがなかった。つまり，純粋な成果給はイ
ノベーションに強い影響を与えなかったが，修正
された成果給（探索給）は効果をもたらしたので
ある。
　つまり，この実験で見る限り，時間で賃金を支
払うことは，イノベーションに繫がらないようで
ある。また，典型的な成果給もイノベーションに
は結びつかず，Ederer�and�Manso も述べている
ように，探索給によりもたらされた試行錯誤への
インセンティブは，イノベーションに対して有効
であるようである。
　同様の結果が，Shipton�et�al.（2006）によるフィー
ルド調査でも観察されている。この研究は英国の
製造業 111 社のイノベーション（製品イノベー
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ションおよび生産工程の技術的なイノベーションの
数）と，成果主義的な処遇制度を含む，多様な人
事管理施策との関連を経時的に検討したものであ
る。1995 年に人事データをとり，97 年にイノベー
ションに関する聞き取り調査を行っている。成果
主義的な処遇制度は，従業員持ち株制，利益分配
制度，会社業績によるボーナス，チーム成果によ
るボーナス，個人成果によるボーナス，人事考課
によるボーナスの有無で計測された。
　結果はここでも興味深く，成果主義的処遇制度
のみではイノベーションに関連しないが，これに
会社が探索を奨励するという組織文化をもってい
る程度を掛け合わせた交互作用項がイノベーショ
ンに正に関連することが明らかになった。
　ここでも成果主義的処遇制度は，探索的な行動
を促進するコンテクストがある企業に導入された
ときのみ，成果の質と正の関連が見られたのであ
る。したがって，企業がイノベーションに結びつ
く成果を向上させたいと考えるとき，従業員によ
る探索が許されている文化がある，または探索を
奨励する人事施策をもっているケースに限り，成
果主義的な処遇制度が効果をもつとの主張は成立
しよう。
　またこれとは別に，古くから成果主義的な処遇
制度は，個人が仕事にもつコントロールを低減さ
せて，内発的動機づけ（intrinsic�motivation）を低
下させるという議論があり，また実証結果も豊富
である（Deci,�Koestner�and�Ryan�1999）。したがっ
てその側面から考えた場合でも，成果主義的な処
遇制度は働く人の主観的幸福感にマイナスの影響
があり，その結果として内発的な動機づけが重要
だとされる創造的な活動には向かないという主張
の妥当性は高い（Pfeffer�1998）。
　より一般的に言えば，労働者のタイプを考えた
場合，成果主義的な処遇制度が適合的なのは，一
定程度仕事に関する自由度をもつ労働者である。
逆に仕事上の自由度が高くない労働者に成果主義
的な処遇制度を適用することは，労働時間の増加
も含めて，労働者の労働生活の質を低下させるこ
とが予想される。本稿の前半で見た実証研究もそ
うした関係を示唆している。
　なお，この点について，大内（2014：第 6 章）は，

興味深い指摘をしている。大内によると，成果主
義的な処遇の仕組みが適合的なのは，「業務型」
の仕事をしている労働者だという主張がよくなさ
れるが，業務型の働き方には 2 種類あるという。
ひとつは，仕事のアウトプットの内容とか締め切
りなどが，使用者によって設定されている場合で
ある。このタイプは，業務型の仕事かもしれない
が，アウトプットの質や量，または締め切りに関
する自由度はない。したがって，スケジューリン
グや仕事の量に関して真の自由度はないともいえ
よう。これはノルマ型の業務だといわれ，大内

（2014）によると，仕事の中身と労働時間は切り
離されているが，間接的な指示も含めて，企業は
一定の業務を命令していることに他ならず，ここ
で発生する労働時間は，企業による一種の指示の
結果なのだという 3）。
　これに対し，大内（2014）は，もう一種類の業
務型の働き方として，仕事の量や質を高めること
が義務とはなっていないが，どれだけの質や量を
上げたかが処遇に反映される場合である。大内は，
労働者が，自分の働き方を，出したいアウトプッ
トの質や量に関して，自分で決めることができる
ので，インセンティブ型と呼ぶ 4）。
　大内（2014）は，労働時間と賃金を切り離した
支払方法は，インセンティブ型の働き方をしてい
る労働者と最も親和性が高いと主張する。私の言
葉でいえば，期日やアウトプットの量や質なども
含めて，自分の仕事に関する「真の」自由度や自
律性がある労働者ということになろう。そうした
働き方のできる従業員であれば，労働時間規制を
緩和し，成果主義的な処遇制度を機能させるメ
リットはあるはずだ。

Ⅵ　結　　論

　成果主義的な処遇制度と労働時間の関係は複雑
である。実証研究のささやかな展望から見えてき
たことは，成果主義的な処遇制度と，それを有効
に機能させるための労働時間に関する規制緩和が
同時に進むと，企業が現在直面している経営環境
では，労働時間の量的な面（長さ）と質的な面

（例えば，ワークライフバランスの維持）の両方で
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悪化が懸念されるということである。
　なぜならば，現在，多くの企業が，経営環境の
不確実性を経験し，かつ企業間の競争が激しく
なっていると感じている中（労働政策研究・研修
機構 2007），成果主義や権限委譲という施策は，
経営側がその不確実性をそのまま労働者に転嫁す
る結果になる可能性をもつからである。つまり，
成果主義的処遇制度等の導入により，労働時間を
長くして不確実性に対処する意思決定を労働者に
委託する可能性である。残念ながら，それは本当
の自律性ではないのである。Shipton�et�al.（2006）
の結果と関連させれば，成果主義的な処遇施策が
労働者から，労働時間の決定を含む，働き方の自
己決定権を奪う可能性があるのである。
　また企業にとっても，成果主義による労働時間
と賃金の切り離しは，それほど単純に望む結果を
もたらす施策ではないかもしれない。特にイノ
ベーションというような企業成長の原動力となる
成果を求める場合，単純に成果主義的な処遇制度
がイノベーションを促進するというストーリーで
はなく，Manso（2011）がいうように，修正型の
成果主義とでもいうものが必要なのである。具体
的には，「長期的な賃金施策，雇用保障，成果に
関する時期適当なフィードバック（long-term�
compensation�plan,�job�security,�timely�feedback�on�
performance）などの要素が含まれる賃金施策で
ある（Manso�2011，p.1824）。
　これらの要素と労働時間の関係はあまり明らか
にされていない。ただ，例えば，job�security を
雇用保障と考えた場合，これまでわが国では，雇
用を維持するために労働時間の長短という雇用量
の緩衝材を設け，状況によっては長時間労働を容
認してきたという議論もあり，明確な道が見えに
くい。またより直接的には，長期的報酬（long-term�
compensation）というのは，冒頭で見たわが国企
業が今世紀の初めに積極的に導入した「成果主義
的な処遇制度」とは異なったイメージなのである。
　そして，本稿では検討できなかったもう一つの
重要な要因が，労働者の意識である。守島（2010）
では，労働者の企業内キャリア志向（その企業で
定年まで働き続けたいと考えている意識）が，労働
時間の増加に繫がっている可能性を示しているの

である。さらに，成果主義的な処遇に賛成した労
働者ほど，労働時間が長い可能性も見られた。労
働者がその日の労働をストップする最後の砦は労
働者自身の判断である。やや比喩的にいえば，「成
果主義を受け入れて，まじめに定年まで勤めあげ
たい」と考えている労働者がいる限り，労働時間
は増加する可能性があるのである。
　私は成果主義的な処遇制度にも，労働時間の規
制緩和にも，個々であれば，反対するわけではな
い。働く人が自分で労働時間を決定でき，またそ
れによって労働生活の質を高め，同時にそれが企
業業績に繫がれば，それに越したことはない。ホ
ワイトカラーエグゼンプションまたは高度プロ
フェッショナル制度というような制度も一定の労
働者に限定したうえであれば，効果が期待できる
と考えている。
　だが，現在私たちが知っている実証研究の結果
からは，労働者の自律性が失われたなかで，成果
主義的な処遇制度が導入されると，労働時間が増
加し，労働生活の質が劣化する可能性が見えてく
るのである。また企業にとってもそれほど素晴ら
しい結果が生まれない可能性もある。
　したがって，成果主義的処遇制度による賃金と
労働時間との切り離しは慎重に行わなくてはなら
ない。自ら目標を設定でき，スケジューリング等
を決めることができる「真の」意味での業務型の
労働者に限定した適用である。または労働者を不
確実性からある程度遮断する仕組みが並行して導
入されないと，労働者にとっては「労働生活の質」
の低下に繫がりかねない。

 1）この調査は東京商工リサーチの企業データベース台帳から
従業員の多い順に 1 万 1856 社を抽出したうえで，企業向け
の質問紙を人事担当者に送付した。回答企業は 1280 社，回
収率は 10.8％である。さらに回答企業に対して，従業員用の
調査票を送付した。回答従業員は 2823 人で，239 社におい
て企業側回答と従業員マッチングデータを得ることができ
た。

 2）わが国の場合，成果主義的な処遇制度が急速に導入された
一つの大きな契機は，1990 年ごろに始まった，いわゆるバ
ブル経済後の，急速な企業業績の悪化だった（JILPT�2007）。

 3）先にも見たように，van�der�Lippe（2007）の議論は，こ
うしたとき，逆に労働者に自由度があると，労働時間が長く
なる可能性を示唆する。

 4）大内（2014）は，この 2 種類を紹介した後，インセンティ
ブ型の労働者がどれだけ価値を生産するかが日本経済にとっ
て重要だという議論を展開するが，私はこの主張に賛成しつ
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つも，同時にこうした働き方ができる人材が減少しているよ
うに思う。そしてこれまで見てきた研究からみると，単に労
働時間の規制緩和を行えば増加するわけでもないと考える。
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